
JIMOTOART 利⽤者⽤利⽤規約 sankaku ギャラリー     2024 年４⽉ 
 
1 本規約の適⽤ 

1.1 この利⽤者⽤規約は、利⽤者が当ギャラリーのサービス「JIMOTOART」にレンタル申請を⾏い、作品
をレンタルするにあたっての条件を定めるものです。  

1.2 本規約において、次に掲げる⽤語の意義は、以下に定めるところによります。 
・「JIMOTOART」: 当ギャラリーが運営する、作品をレンタルするサービスのことを指します。 

      ・「作品」: レンタルされる絵画、版画、写真、デジタルアート等、額縁その他付属品を指します。 
      ・「出品者」: 出品者登録をし、当ギャラリーが登録を承認した者を指します。 
      ・「利⽤者」: 作品のレンタル申請をし、当ギャラリーとレンタル契約を締結した者を指します。 
      ・「レンタル料」: 利⽤者から当ギャラリーへ⽀払われる⽉額レンタル料⾦（外税）のことを指します。 

 1.3 利⽤者は、本サービスを利⽤するにあたり、「レンタル申請書」を当ギャラリーに提出し、利⽤規約に
同意する必要があります。 

 1.4 本規約は必要に応じて改訂、変更、追記できます。その場合は変更後の内容を利⽤者に対して周知しま
す。変更後の規約は、当ギャラリーがウェブサイト上で掲⽰した時点で効⼒を⽣じるものとします。 

 
2 レンタル、販売料⾦と⽀払い 

2.1 本サービスのレンタル料⾦は、本サービスのパンフレット及びウェブサイト上に掲⽰された料⾦表に
基づきます。パンフレットの料⾦の消費税は外税とします。料⾦は改定する場合がありますが、レンタル
期間中に料⾦が変更されても、契約者のレンタル期間中は契約時の料⾦でサービスを提供します。レンタ
ル料⾦は定額制であり、選択したプランに基づき⽉額の⽀払いが必要です。 

 2.2 本サービスの販売価格は出品者の所定の販売価格に基づきます。利⽤者が購⼊を希望する場合は、レン
タル期間の途中である場合も含め、別途、当ギャラリーと作家の協議により決定した販売価格で作品を購
⼊することができます。 

2.3 レンタル料は当ギャラリーが指定した⾦融機関に指定した⽀払い⼿段で⽀払われるものとします。 
 ⑴ 本サービスは、利⽤者のレンタル料⾦⽀払いを当ギャラリーが確認後開始します。 
 ⑵ レンタル期間の初⽇から初めに到来する⽉末までの料⾦は、別途算出します。  
 ⑶ 解約等で契約が終了した場合は、⽉の途中の⽇であっても 1 か⽉分の料⾦が発⽣します。  
 ⑷ 利⽤者は指定する期⽇までに料⾦を⽀払う必要があり、⽀払い遅延が⽣じている場合は利⽤者に通知  

することなくサービス提供を停⽌することがあります。 
 
3 作品の利⽤と保管 

3.1 作品は、利⽤者の居住空間や店舗、オフィス等で利⽤可能です。 
⑴ 作品の配送、受取りは、契約⽇後 10 ⽇以内になされ、配送⽇は当ギャラリーから利⽤者に事前通知さ

れます。配送は当ギャラリーのスタッフまたは委託者が⾏います。  
⑵ 初回の作品の設置に必要なフックは無料で提供されます。作品の設置は、⽯膏壁や⽊壁など画鋲で設
置可能な壁を原則とします。コンクリートの壁⾯への設置やピクチャーレール、吊りワイヤー等を利⽤
する場合は、必要な導⼊費⽤は利⽤者で負担します。 

⑶ 作品の著作権、所有権は作品を制作した作家に帰属し、利⽤者は個⼈利⽤に限り撮影および SNS等へ
の投稿ができます。商業利⽤についてはギャラリーとの協議が必要です。 

3.2 作品は、利⽤者が責任を持って適切に保管し、損傷や紛失を防ぐように努めます。 
⑴  利⽤者は、作品の損傷、汚損防⽌のため作品を以下の場所に置かないように注意する必要がありま

す。 
 ・作品に直接⽇光のあたる場所 

・極度に乾燥している場所や湿気の多い場所 
・臭いの強い空気が循環する場所（タバコの煙や料理による煙など） 
・クーラーや暖房の吹き出し⼝など 

⑵ 利⽤者の故意による作品の損傷、汚損等の劣化に関しては利⽤者が責任を負います。ただし、天災や
⽕災等の不慮の事故による場合や意図的でない限り、利⽤者の責任は問いません。賠償責任も⽣じま
せん。 

3.3 レンタル期間中に、紛失や盗難が発⽣した場合、利⽤者は所定の販売価格を補償する義務を負います。 



4 作品の交換と返却  
4.1 利⽤者は、レンタル期間終了（更新）⽉の 10 ⽇までに所定の申請を⾏い、3ヶ⽉ごとに作品を交換す

るか、または 3ヶ⽉単位で延⻑することができます。  
4.2 作品の交換は、原則として契約開始⽉、または更新⽉の 3 ヶ⽉後の前後 1 週間以内に⾏われます。配

送⽇は当ギャラリーから利⽤者にあらかじめ通知されます。 
 
5 キャンセルと解約 
5.1 利⽤者が当サービスを解約する場合は、事前に指定された⼿続きに従い、レンタル期間終了（更新）⽉

の 10 ⽇までに連絡する必要があります。料⾦の⽀払いについては 2-3 に従います。 
5.2 利⽤者が解約⼿続きを⾏った場合、⽉末までの期間は、引き続き作品を利⽤することができますが、そ

の期間中に発⽣するレンタル料⾦は請求されます。 
 
6 サービスの中断または停⽌ 
   当ギャラリーは、以下のいずれかの事由が⽣じた場合には、事前に通知することなく、⼀時的に本サービ

スを中断または停⽌することができます。なお、当ギャラリーは、以下のいずれかの事由により本サービ
ス等の提供の遅延または中断、停⽌などが発⽣したとしても、利⽤者が被った損害について、本規約で特
に定める場合を除き、⼀切の責任を負わないものとします。 

      ・本サービス等⽤設備などの保守を定期的に、または緊急に⾏う場合 
      ・地震、津波等の天災や⽕災等不慮の事故などにより本サービス等の提供ができなくなった場合 
      ・その他、本サービスの運⽤上、その他当ギャラリーの都合により、本サービス等の⼀時的な中断や停

⽌が必要と判断した場合 
 
7 知的財産権と利⽤制限 

作品に関する知的財産権は、出品者が保有しています。利⽤者は、JIMOTOART サービスを通じて得た情報
やコンテンツを営利⽬的で利⽤、販売、再配布することはできません。 
 

8 プライバシーと個⼈情報 
利⽤者が提供する個⼈情報は、当ギャラリーが定めるプライバシーポリシーに基づいて取り扱われます。
プライバシーポリシーは当ギャラリーのウェブサイトで確認できます。 
 

9 免責事項 
9.1 当ギャラリーは、本サービスの提供に際して発⽣した利⽤者の損害について、当ギャラリーの故意また

は重過失がない限り、⼀切の責任を負わないものとします。 
9.2 本サービスの提供中断、中⽌、終了によって⽣じる損害についても、当ギャラリーは責任を負いませ  

ん。 
 

10 準拠法および管轄裁判所 
    本規約は⽇本法に準拠し、⽇本の法律に基づいて解釈されます。本規約のいずれかの条項が法令に違反す

るものであった場合、その他の条項は有効とします。また、無効な条項を適法に修正できるものとします。
また、本サービスに関する⼀切の紛争については、広島地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。 


